
今
回
の
登
場
人

物
Ｂ
さ
ん
（
男
性
）

は
、
大
学
を
卒
業

し
て
ア
ル
バ
イ
ト

社
員
と
し
て
就
職
。

そ
の
後
、
三
十
歳

で
ベ
ン
チ
ャ
ー
企

業
を
立
ち
上
げ
ま

し
た
。
し
か
し
、

三
十
二
歳
で
休
暇

中
に
交
通
事
故
に

遭
う
と
い
う
設
定

で
す
。

そ
れ
で
は
、
Ｂ

さ
ん
の
四
十
歳
か

ら
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
と
年
金
制
度
と

の
か
か
わ
り
を
見

て
行
き
ま
し
ょ
う
。

三
十
二
歳
で
交
通
事
故
に
遭

い
、
大
ケ
ガ
を
負
っ
た
Ｂ
さ
ん

は
重
度
の
後
遺
症
が
残
り
ま
し

た
が
、
そ
の
後
の
リ
ハ
ビ
リ
に

よ
り
自
宅
内
で
仕
事
に
携
わ
れ

る
ま
で
に
回
復
し
ま
し
た
。

障
害
年
金

三
級
の
年
金

受
給
を
継
続

し
て
い
ま
し

た
。四

十
歳
に
な
っ
た
Ｂ
さ
ん
は
、

リ
ハ
ビ
リ
中
に
知
り
会
っ
た
女

性
Ｃ
さ
ん
と
結
婚
し
ま
し
た
。

四
十
五
歳
に
な
っ
た
Ｂ
さ
ん

は
、
後
遺
症
が
悪
化
し
て
一
日

の
大
半
を
ベ
ッ
ド
の
上
で
過
ご

す
状
態
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
障
害
年
金
は
三
級
か
ら

一
級
へ
と
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

何
と
か
収
入
の
確
保
は
で
き

ま
し
た
が
、
不
自
由
な
生
活
が

続
い
て
い
た
の
で
し
た
。

六
十
歳
に
な
っ
た
B
さ
ん
は
、

老
齢
年
金
を
受
給
す
る
年
齢
に

な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
配
偶

者
の
Ｃ
さ
ん
が
Ｂ
さ
ん
に
代
わ
っ

て
年
金
事
務
所
へ
行
き
、
老
齢

年
金
の
請
求
手
続
き
を
し
ま
し

た
。
そ
の
際
に
、
「
一
人
一
つ

の
年
金
し
か
受
け
取
れ
な
い
の

で
ど
ち
ら
か
選
ん
で
下
さ
い
。
」

と
の
こ
と
で
し
た
。

Ｂ
さ
ん
は
障
害
年
金
が
無
く

な
っ
て
老
齢
年
金
に
変
わ
る
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
受
給

額
の
多
い
障
害
年
金
一
級
を
選

ぶ
こ
と
で
今
ま
で
ど
お
り
の
収

入
を
確
保
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
B
さ
ん
は
療
養
の

甲
斐
な
く
他
界
し
ま
し
た
。
配

偶
者
Ｃ
さ
ん
と
の
間
に
子
が
い

な
か
っ
た
の
で
、
遺
族
厚
生
年

金
を
受
給
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

も
し
、
仮
に
Ｂ
さ
ん
が
国
民

年
金
だ
け
の
加
入
で
あ
れ
ば
、

Ｃ
さ
ん
は
遺
族
年
金
を
受
給
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

次
回
は
、
Ａ
さ
ん
と
B
さ
ん

の
ラ
イ
フ
・
イ
ベ
ン
ト
に
発
生

し
た
年
金
の
し
く
み
に
つ
い
て

解
説
し
ま
す
。
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登
場
人
物

Ｂ
さ
ん
の
そ
の
後

懸
命
の
リ
ハ
ビ
リ
で

十
一
月
か
ら
約
一
年
に
わ
た
り
、
国
民
年
金
・

厚
生
年
金
保
険
・
共
済
年
金
（
公
的
年
金
制
度
）

と
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
と
の
関
係
に
つ
い
て
紹
介

し
て
い
ま
す
。

４０歳

（Ｃさんと結婚）

障害厚生年金３級を継続受給中 障害厚生年金３級から１級に変更

老齢年金と障害年金の選択に

より、障害年金を選択受給

配偶者Ｃさんが遺族厚生年金を受給

注）Bさんに起こるアクシデントは、架空の出来事です

４５歳

（後遺症が悪化）

６２歳

（Ｂさん急逝）

６０歳

（老齢年金の受給権発生）

体
調
が
悪
化

遺
族
年
金
を
残
し
て

六
十
歳
を
迎
え
て



先
日
、
独
立
行
政
法
人
労
働
政

策
研
究
・
研
修
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ

Ｔ
）
が
六
十
～
六
十
九
歳
の
五
千

人
を
対
象
に
、
六
十
歳
代
の
雇
用
・

生
活
の
実
態
と
六
十
五
歳
を
超
え

た
就
業
促
進
の
条
件
把
握
の
た
め

の
調
査
（
「
六
十
代
の
雇
用
・
生

活
調
査
」
）
を
行
い
、
結
果
を
発

表
し
ま
し
た
。

こ
の
結
果
か
ら
、
平
成
二
十
一

年
七
～
八
月
に
実
施
さ
れ
た
「
高

年
齢
者
の
雇
用
・
就
業
の
実
態
に

関
す
る
調
査
」
と
五
年
後
の
平
成

二
十
六
年
で
は
、
ど
の
よ
う
な
変

化
が
あ
っ
た
の
か
比
較
す
る
と
、

六
十
代
男
性
が
何
ら
か
の
形
で
働

い
て
い
る
人
が
平
成
二
十
一
年
よ

り
も
増
加
し
て
い
る
、
と
い
う
結

果
と
な
り
ま
し
た
。

五
十
五
歳
時
に
雇
用
者
で
あ
っ

た
人
の
数
を
百
と
し
た
場
合
、
次

の
と
お
り
変
化
し
て
い
ま
す
。

・
「
定
年
を
経
験
し
た
」
割
合

が
平
成
二
十
一
年
調
査
に
比
べ
て

や
や
低
下
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

定
年
年
齢
が
延
長
さ
れ
て
い
る
傾

向
に
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

・
定
年
を
経
験
し
た
人
で
再
雇
用

等
に
よ
り
勤
務
を
継
続
し
た
割
合

が
六
十
五
～
六
十
九
歳
層
を
中
心

に
上
昇
し
た
（
十
七
・
二
→
二
十

四
）

・
六
十
五
～
六
十
九
歳
層
で
五
十

五
歳
時
と
同
じ
会
社
で
勤
務
し
て

い
る
割
合
が
上
昇
し
た
（
六
・
一

→
一
〇
・
八
）

職
業
（
大
分
類
）
に
つ
い
て
は
、

定
年
雇
用
継
続
前
後
で
八
割
程
度

が
変
化
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
責
任
の
重
さ
が
変
わ
っ

た
と
す
る
人
が
三
十
五
・
九
％
、

変
わ
っ
て
い
な
い
と
す
る
人
は
五

〇
・
三
％
で
す
。

し
か
し
、
賃
金
に
つ
い
て
は
、

定
年
雇
用
継
続
前
後
で
減
少
し
た

と
す
る
人
が
八
割
程
度
で
、
減
少

し
た
と
す
る
人
の
半
数
超
が
賃
金

減
少
幅
は
二
か
ら
五
割
と
な
っ
て

い
ま
す
。

賃
金
が
下
が
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
「
雇
用
が
確
保
さ
れ
る
の
だ
か

ら
や
む
を
得
な
い
」
（
四
十
八
・

五
％
）
と
す
る
一
方
、
「
仕
事
が

ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
な
い
の
に
賃

金
が
下
が
る
の
は
お
か
し
い
」

（
三
〇
・
二
％
）
な
ど
考
え
る
人

も
六
十
～
六
十
四
歳
層
を
中
心
に

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

・
定
年
退
職
等
の
際
に
継
続
し
て

働
か
ず
、
仕
事
か
ら
離
れ
て
し
ま

う
と
再
就
職
は
難
し
い
。

・
就
業
率
は
上
昇
す
る
一
方
で
、

男
性
の
六
十
～
六
十
四
歳
層
で
は

年
金
受
給
割
合
が
低
下
し
た
。

・
仕
事
を
継
続
し
て
い
る
六
十
五

歳
以
降
の
方
は
、
今
後
の
就
業
意

欲
が
高
い
。

今
回
の
調
査
で
は
、
「
も
う
十
分

に
働
い
た
の
で
、
引
退
し
て
好
き
な

こ
と
を
楽
し
み
た
い
」
が
一
〇
・
四

％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
、
と
の
こ
と

で
す
。

十
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

十
六
日
ま
で

○
所
得
税
の
確
定
申
告
受
付

［
税
務
署
］

三
十
一
日

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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報
道
を
通
じ
て
奈
良
・
大
和

郡
山
の
郡
山
城
跡
で
は
『
盆
梅

展
を
開
催
中
』
と
知
り
ま
し
た
。

今
年
で
十
二
回
目
と
の
こ
と
で

す
。少

し
ず
つ
寒
さ
も
緩
ん
で
き

ま
し
た
。
盆
梅
展
と
あ
わ
せ
て

古
都
奈
良
を
散
策
す
る
の
も
い

い
で
す
ね
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-571-8611

〒601-1456
京都市伏見区小栗栖南後藤町6-26-203

編
集
後
記

毎年３月分より見直しされている協会けんぽの健康保険料

率と介護保険料率は、政府閣議決定の遅れから決定していま
せん。（注：２月２２日現在）

協会けんぽの発表では、平成27年度の健康保険料率は全国

平均10.0％を維持していますが、都道府県支部では、引下げ・
引上げ・据え置きと異なっています。

また、介護保険料率については全国一律1.58％で1.72％
から0.14％引き下げられる予定です。

健康保険料率・介護保険料率の変更予定

◆
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
発
表
か
ら

◆
六
十
代
の
就
業
増

◆
賃
金
低
下
も
や
む
無
し
？

三
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

介護保険料は、社会保険に加入する４０歳以上６５歳

未満の方が対象となります。
なお、健康保険料・介護保険料ともに事業主と折半で負

担します。
また、介護保険料率については全国一律1.58％で1.7

2％から0.14％引き下げられる予定です。

◆
そ
の
他
の
特
徴

健康保険料率（京都府の場合） 平成27年4月分
(5月納付分)から現行

9.98％ 10.02％

介護保険料率 平成27年4月分

(5月納付分)から現行

1.72％ 1.58％


